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１ 酒田コミュニケーションポート（仮称）整備検討委員会 

 

(1) 設置要綱 

（設置） 

第１条 酒田駅周辺整備事業に伴い整備する公共施設（酒田コミュニケーションポ

ート（仮称））（以下「新公共施設」という。）に係る基本計画及び実施計画を策定

するにあたり、各分野の市民等からの意見を聴き、検討を行うため、酒田コミュ

ニケーションポート（仮称）整備検討委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 新公共施設の基本計画に関する事項 

(2) 新公共施設の実施計画に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 11 人以内で組織し、副市長、学識経験者、学校教育・社

会教育関係者、まちづくり活動関係者等の中から、市長が任命又は委嘱する。 

２ 委員会に、委員長及び副委員長各１人を置く。 

３ 委員長は副市長をもって充てるものとし、副委員長は委員長が指名する。  

４  委員長は委員会を代表し、会務を総理する。  

５ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に定める所掌事項について、その目的が達成した日

までとする。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。 

（意見の聴取） 

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その

意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企画振興部都市デザイン課において処理する。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成 28年５月 17日から施行する。 
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(2) 委員名簿（平成 29年度）               （敬称略、五十音順） 

氏  名 役 職 等 

小田島 健男 県・市社会教育委員                 【副委員長】 

片桐 晃子 NPOにこっと理事長、県教育委員 

久木原 満 酒田青年会議所副理事長 

齋藤 潤弥 酒田光陵高等学校教頭 

佐藤 晶子 元月刊「SPOON」編集長、県図書館協議会委員 

佐藤 真美 山新観光㈱営業一部長、県観光審議会委員 

高橋 利春 市図書館協議会長、市自治会連合会副会長 

田代 典子 前第二中学校ＰＴＡ副会長 

中原 浩子 東北公益文科大学特任講師、県観光審議会委員 

平尾  清 東北公益文科大学教授、市政策参与 

矢口 明子 副市長                 【委員長】 

  ※役職等は、平成 29年 11 月 28日現在のもの 

 

(3) 開催経過・議事等 

回 数 開催年月日 主な議事 

第１回 平成 29年 

8月 28日 

・酒田駅周辺整備事業（酒田コミュニケーションポート

（仮称）の基本設計（案）の概要について 

・今後のスケジュール（市民等意見の集約）について 

・酒田駅前まちづくりシンポジウム（仮称）の開催につ 

いて    

第２回 平成 29年 

11月 28日 

・蔵書計画基本方針（案）について 

・市民参画手法の検討状況について 

・運営手法の検討状況について 

・施設建築物の今後の実施設計に向けて    

勉強会 平成 30年 

1月 25日 

・民間事業者との意見交換     

第３回 平成 30年 

2月 27日 

・整備実施計画（案）について    
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２ ライブラリーセンター蔵書計画 

 

酒田市立図書館蔵書計画基本方針 

１ 策定の目的 

酒田駅前地区第一種市街地再開発事業において、酒田コミュニケーションポート

（仮称）を整備し、そこに現在の中央図書館が移転することを契機に、蔵書冊数の規

模が拡大し、開架、閉架ともに図書資料の充実を図ることができるようになります。 

 そのため、平成 28年度に策定した酒田コミュニケーションポート（仮称）整備基本

計画において一定の方針を定めておりますが、具体的な選書基準や分野別の蔵書目標

などを含めて、これまで、不十分であった青少年・若者向けの分野などの課題を踏ま

えながら、その方針を定めるものであります。 

 

２ 基本的考え方 

資料の収集にあたっては、これまでも一定の基準のもと収集を行ってきていますが、

今後、規模の課題等から充実を図ることが出来なかった分野や酒田コミュニケーショ

ンポート（仮称）整備基本計画の基本理念・基本方針の実現のために求められる分野

等を強化し、魅力ある蔵書構成を構築していきます。 

 

(1) 地域図書館として、市民の財産となる地域（地域のことが知れる）の資料・情

報の収集 

・地域の自然、歴史、文化、産業、教育等に留意し、市民の財産となる資料・情 

報を収集します。 

・本市に関する資料は、一般に流通する図書資料だけでなく、行政機関や民間団 

体、個人が発行するもの（広報誌や統計資料、パンフレット、コミュニティペ 

ーパー等）についても、幅広く収集します。 

・郷土資料については、図書だけでなく画像、映像、古地図、絵葉書等にも留意 

し、市民が郷土の歴史と文化を知るうえで貴重な資料について、可能な限り収 

集します。その上で、デジタル化も検討していきます。 

・本市との交流都市や観光案内に資する資料、ガイドブック等を積極的に収集し 

ます。 

・鳥海山・飛島ジオパークに関連する資料の収集を強化し、学校等との連携によ 

り、教育・学習活動に活用できるようにします。 

・本市ゆかりの人物に関する資料の収集に努めます。 
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(2) 多様な市民ニーズに応える、新鮮で豊富な資料・情報の偏りない収集 

・市民の教養及び生涯学習のニーズに応えるため、人文科学・社会科学・自然科 

学の各分野にわたり偏りなく収集します。 

・一般書のほか、専門書、実用書、参考図書等にわたり、常に最新の情報が提供 

できるように収集します。 

・生活実用書、趣味、教養に関する資料のほか、子育て、医療、介護等の資料・ 

情報を充実させます。 

・ビジネスやまちづくり関係の資料・情報を充実させます。 

・思想的、宗教的、政治的な立場にとらわれることなく、市民が多様な視点から 

情報が得られるよう、幅広く収集します。 

・国際交流、インバウンド対応、英語教育の強化等に対応するため、英語資料の 

充実を検討します。 

・利用者からのニーズが特に高い資料については、複本を整備します。 

 

(3) 青少年、20代若者向け資料の充実 

・これまで、必ずしも十分と言えなかった青少年、20代若者向けの資料について 

そのニーズ等を考慮した魅力的な資料を収集します。 

・これまでの図書館利用から遠ざかりがちな若者世代向けに、スポーツ、ファッ 

ション、音楽、芸術等の資料を充実させます。 

・調べ学習に必要な資料や、学校図書館の蔵書を補完するような資料を、学校図 

書館と連携しつつ幅広く収集します。  

・将来の進路を考えるうえで参考になる資料を収集します。 

・漫画についてのニーズが高いため、書架スペースとのバランスに考慮しつつ、 

定評のあるもの、保存に耐えるもの等の方針を定め収集します。 

 

(4) 新聞・雑誌の充実 

・寛ぎながら時間を過ごせる場所として市民から利用してもらえるために、新聞・ 

雑誌の充実を図ります。 

・新聞については、主要全国紙から東北地方・県内の地方紙等、幅広く収集しま 

す。なお、観光圏などが一緒の隣接県の地方紙の収集を検討します。 

・国際交流が進んでいる時代において、外国語新聞の収集も行います。 

・小中高生の活字に親しんでもらうため、小学生新聞や中高生新聞の収集を検討 

します。 

・その他の専門新聞の充実も図っていきます。 

・雑誌については、各世代各分野にわたり、一般的なものから専門的なもの、地 

域性のあるものまで、幅広く収集します。 
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・県を中心とする地域限定の情報誌やミニコミ誌なども、積極的に収集します。 

  

(5) 一般図書 

・入門的・基礎的な資料から生活に役立つ実用的・専門的な資料まで、幅広く収 

集します。 

・日常的な調べものや、調査・研究に資する参考図書（辞書、事典、統計、白書、 

地図等）を収集します。 

 

(6) 児童図書 

・子どもが読書に親しみ、発達段階に応じて読書習慣が継続されるよう、年齢層 

ごとの資料を偏りなく収集します。 

・絵本、紙芝居、読み物については、定評のあるものから新しい作品まで幅広く 

収集します。 

・子ども向けの調べ学習に資する資料、参考図書を積極的に収集します。 

 

(7) 高齢者・障がい者向け資料 

・大活字本等の読みやすい資料を収集します。 

・録音図書については、基本的には県立点字図書館が担い、本市は、当該図書館 

との連携を図り情報発信に努めます。 

・医療、健康、福祉、年金、余暇など、シニアニーズに応じた資料を偏りなく収

集します。 

・視覚的な図鑑・写真集などを収集します。 

・障がい者向けには、電子資料の有用性に十分、配慮します。 

・障がいを理解する助けとなる資料・情報を収集します。 

  

(8) 視聴覚資料 

・市民の教養を高め、生涯学習に資する視聴覚資料については、技術革新に留意 

しながら、その状況を踏まえつつ収集します。 

 

(9) 資料の保存 

・保存期間を設けるもの（新聞・雑誌等）、利用頻度や劣化状態等考慮して適宜除 

籍するもの（図書・視聴覚資料等）、永年保存するもの（貴重資料等）に分け、 

適切な保存を行います。 

  ・新聞・雑誌について、限られた保存スペースを踏まえ、庄内地区の図書館と調 

整・役割分担しながら保存していきます。 
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(10) 図書館間ネットワーク（相互貸借制度）の活用 

・本市の図書館で所蔵していない図書や雑誌について、他の図書館から貸し借り 

する図書館ネットワークの活用と方法について、わかりやすい情報発信を行い 

ます。 

 

３ 資料収集方針及び資料選定基準 

 上記の基本的考え方のもと、資料収集方針及び資料選定基準を別紙１及び別紙２の

とおり定めます。 

 

４ マンガ資料に関する選定基準 

日本を代表する大衆文化の一つとして国内外ですでに広く認知されているマンガ

に関し、酒田市立図書館における資料としての収集範囲及び選定、運用における事項

を別紙３のとおり定めます。 

 

５ 除籍候補資料選定基準 

限りあるスペースの中で、次代に伝えるべき蔵書の保存に努め、適切な蔵書構成を

維持することを目的として、別紙４のとおり定めます。 

なお、将来的な蔵書数を見据え、蔵書のデジタル化を研究していきます。 

 

６ 図書等の寄贈に関する取扱基準 

大変貴重である図書等の寄贈の受入れの基準について、別紙５のとおり定めます。 

 

７ ライブラリーセンターの蔵書構成（目標） 

今回新たに整備されるライブラリーセンターの蔵書構成の目標として、本書の方針

に基づき、別紙６のとおり定めます。 

 

８ 分館等の考え方 

現在、八幡分館、松山分館及びひらた図書センターが、各地区に配置している。分

館等における蔵書計画については、施設規模から容量的に限界があることから、本書

方針を基本としつつ、分館等の実情に応じて、蔵書を構築していきます。 
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【別紙１】 

酒田市立図書館資料収集方針 

 

１ 目的 

公共図書館の任務は、健康で文化的な生活を営むために、知る権利・学習する権利

を有する人々に対し、資料を提供することである。 

酒田市立図書館は、酒田市民及び酒田市立図書館利用者（以下「市民等」という。）

に対して、地域文化の発展、教養、学習、調査研究、暮らしやレクリエーションなど

に必要な資料や情報を提供し、生活が創造性に満ち、豊かでうるおいのあるものとな

るよう、次の視点により資料収集を図る。 

 

２ 収集における基本的な考え 

(1) 公共図書館の役割や社会動向、市民等の要望を十分考慮したうえで、幅広く資

料を収集する。 

(2) 酒田（合併した地域を含む）に関する資料は、積極的に収集する。 

(3) 図書・雑誌などの紙媒体の資料のほか、録音・映像などの視聴覚資料、データ

ベース・電子書籍などのデジタル化資料についても、再生機器の変化に応じた収

集を行う。 

  (4) 収集にあたっては、「図書館の自由に関する宣言」（日本図書館協会採択 1979年

改訂）の考え方を基本とする。 

 

３ 資料別収集方針 

(1) 一般図書 

市民等の教養、学習、調査研究、趣味、レクリエーションなどに役立てるため、 

 基礎的・入門的な図書のほか必要に応じ専門的な図書まで、各分野にわたり幅広く

収集する。また、大活字で書かれた図書についても収集に努める。ただし、次の図

書については、原則として収集しない。 

① 極めて高度な専門書、学術書 

② 学習参考書、各種試験問題集、テキスト類 

③ 類似的なものが多数出版されている実用書、娯楽書 

④ 極めて特殊な領域に属する図書 

⑤ 特定の機関や団体の宣伝を目的として発行された資料 

⑥ 特定の機関や団体及び個人を誹謗中傷すると認められる資料 

⑦ 暴力や犯罪等の不法行為を容認又は助長する資料 

⑧ 残虐性を助長することを目的とする資料 

⑨ 人権への配慮に欠ける資料 
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⑩ 性的表現が過激な資料 

⑪ 利用者が極めて限られると想定される資料で他館等を通じて提供できるもの 

 

(2) 児童図書 

幼児・児童・生徒の様々な興味に対応し、豊かな人間形成に役立つものを、各分

野にわたり幅広く収集する。 

① 読書を通じて子供の豊かな感性・想像力を養うことができる図書 

② 学習・教養・娯楽などに役立つ図書 

 

(3) 参考図書 

参考、調査・研究機能を果たすために必要な図書を、幅広く体系的に収集する。 

 

(4) 逐次刊行物 

次のとおり収集する。 

① 雑誌 

国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に収集する。ただし、漫画を主

たる内容とする雑誌は収集しない 

② 新聞 

国内発行の主要全国紙、経済紙及び地方紙を収集する。 

③ 年鑑・年報・白書等 

一般図書・参考図書の方針による。 

 

(5) 官公庁出版物 

政府諸機関等公的機関が発行する資料については、主要なものを収集する。 

 

(6) 郷土資料 

郷土の歴史を後世に伝えるため、また、市民が郷土を知り研究するうえで必要な

資料（酒田市に関する行政資料も含む）を収集する。 

 

(7) 視聴覚資料 

活字以外のメディアにおいても次の資料を収集する。 

① 映像資料（ＤＶＤ） 

あらゆる世代の利用者の要求に応えられるような、幅広い分野の資料を収集す 

る。 

② 録音資料（CD）  

朗読資料を収集する。 
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(8) 視覚障がい者資料 

点字図書、録音資料など、適切な形態なものについてはできるだけ収集する。 

 

(9) その他の資料 

・ＣＤ－ＲＯＭなどは必要に応じて収集する。 

・青少年、２０代若者向け資料の充実 

・高齢者、障害者向け資料の充実 

・各種データベースの整備 
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【別紙２】 

酒田市立図書館資料選定基準 

 

資料収集方針を実現するために、資料選定の判断の要点を以下のようにまとめ選定

の基準とする。 

 

１ 公共図書館の活動に必要不可欠な図書群である次に掲げる基本図書を中心に

選定する。 

(1) 調査・参考業務に使用する参考図書 

(2) あらゆる分野を対象とする基礎的な図書 

(3) 郷土資料 

２ 市民の日常生活・文化活動に役立つ、実用・趣味・教養・娯楽関係図書を中心

に選定する。 

３ 調査・参考業務に使用する資料は、実用的なものを選定する。 

４ 特定の主義・主張に偏ることなく公平に選定する。 

(1) 多様な対立する意見のあるものは、それぞれの観点に立つものを幅広く選定 

する。 

(2) 著者の思想的・宗教的・党派的立場にとらわれて、その著作を排除しない。 

(3) 選書担当者の個人的な関心や好みによる選択をしない。 

５ 最新の情報を盛り込んだ図書を選定する。ただし、一時的な流行により多数出

版される分野の図書には十分注意のうえ選定する。 

６ 全集・叢書などの選択にあたっては、編集方針、収録作品などについて十分留

意する。 

７ 間接的な評価として、文学賞をはじめ各種の賞や、団体などの行う図書の選定・

推薦・書評など、社会的な評価も参考にする。 

８ 逐次・定期刊行物は、計画的かつ継続的に購入する。 

９ マンガについては、別に定める「マンガ資料に関する選定基準」によるものと

する。ただし、児童書における学習的漫画は別に定める本選定基準により十分吟

味して選択する。 

10 資料の内容、著者、出版社、装丁、価格などを総合的に評価して選定する。 

なお、具体的には次の点を考慮する。 

資料性、独創性、写真・図版、著者、出版社、形態、価格 

11 切り抜き・切り取りなど、工作を目的に出版されているものや基本的装丁を欠

いているものは、収集しない。 
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○資料別選定基準 

［ 一般図書 ］ 

０門 ～総記～ 

１ 情報科学 

※技術革新が著しい分野であるため、最新の情報を盛り込んだもの 

※基本的な技術書・実用書 

※情報・コンピュータと社会の関わりについて書かれたもの 

２ 図書館に関する資料は、積極的に収集する。 

３ 全集・選集・叢書については、主要なものはもれなく選定する。 

１門 ～哲学～ 

１ 哲学、心理学、倫理学、宗教についての基本書を体系的に選定する。 

２ 特定の思想・学派・宗教・宗派に偏ることなく公平に選定する。  

３ 初学者にわかりやすく書かれた入門書・概説書 

４ 研究書、解説書だけでなく、各分野の代表的原典も選定する。 

２門 ～歴史～ 

１ 各分野の基本書を体系的に選定する。 

２ 一般向けに書かれた歴史読み物から入門書、啓蒙書、概説書、研究書、史

料まで、多様な視点で書かれたものを幅広く選定する。 

３ 歴史観に学説の対立があるので、それぞれの観点に立つ多様な資料 

３門 ～社会科学～ 

１ 各分野の基本書 

２ 様々な学説や主張がある分野なので、多様な観点に立つ資料を幅広く選定

する。 

３ 時代性・社会性と深く結びついている分野なので時事性・話題性のあるも 

 の 

４ 日常生活・実務上に必要な実用書 

５ 常に新鮮な、入門書、概説書 

６ 出版量が多く様々なので、内容に奇をてらったものなどがないか、よく研

究されているかどうか、注意する。 

４門 ～自然科学～ 

１ 進展が著しい分野であるため、最新の情報を常に提供できるように留意す

る。 

２ 細分化・専門化されている分野であるものの、利用の見込める場合は選択

する。 

３ 入門書・概説書を中心に選定する。 

４ 最新の分野については、わかりやすく書かれたものを選定する。 
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５門 ～技術・工学～ 

１ 科学技術は進展が著しいため、常に最新の情報を提供できるように留意す

る。 

２ 技術者や工学系学生が対象の高度な専門書・工学書でも、利用の見込める

場合は選択する。 

３ 科学技術の最近の動向についてわかりやすく書かれたもの 

４ 社会的関心を呼んでいるもの 

５ 市民の生活に密接に関連した主題のものについては、実用的で最新の情報

が盛り込まれたものを幅広く選定する。 

６ 家政学・生活科学の分野については、実用的価値の高いものを選定する。 

６門 ～産業～ 

１ 産業社会の最近の動向について書かれたもの  

２ 趣味に役立つ資料 

３ 実生活に深く関わる社会問題や、自然保護など社会的な関心を呼んでいる

分野のもの 

４ 社会科学との関連も考慮しながら商業・運輸交通・通信事業も重視する。 

７門 ～芸術・スポーツ～ 

１ 市民の教養・趣味・娯楽に役立つよう、鑑賞・研究と製作・実技などの両

面にわたるもの 

２ 美術全集・画集・写真集・工芸名品集などは、基本的なものを中心にでき

るだけ幅広く選定する。ただし、極めて高価なものについては、必要度合と

のバランスを考慮する。 

３ 趣味として手掛ける人の多い分野については入門書を中心に、また、ある

程度上級の人の要望にも応えられるように、豊富に幅広く選定する。 

４ 市民の趣向・流行に留意し、新しい分野の情報も迅速に提供できるもの。 

８門 ～言語～ 

１ 市民の教養・学習・実用に役立つもの 

２ 主要な言語及び近隣諸国の言語の基本的資料、研究書の一般向けの平易な

もの 

９門 ～文学～ 

１ 利用が最も多い分野であるため、各分野にわたり幅広く豊富に選定する。 

２ 全集・作品集に入っている作品でも、利用が多く見込まれるものなどにつ

いては複本として単行本・文庫本も入れる 

３ 受賞作品や話題になっている作品 

４ 古典の解釈書については、評価の高いものを中心に幅広く選定する。 

５ 各国の文学についても、同様に幅広く選定する。 
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［ 参考図書 ］ 

１ 市民の調査・研究に役立つもの 

２ 参考業務に役立つもの 

３ 記事の配列及び扱い方が、通読するようになっているものではなく、求め

る知識・情報が調べ易く編集されているもの 

４ 目次・索引・参考文献などが整えられたもの 

５ 収集する資料と留意点は以下のとおり 

(1) 辞典・事典・便覧・ハンドブック   

極めて専門的なものを除き、類書を含めて網羅的に選定する。 

(2) 白書・年鑑・統計書など 

最新のもの 

(3) 人名録など 

原則として各主題にわたり幅広く選定する。 

(4) 地図  

一般の地図帳 … 内容が新しく信頼できるもの 

市街図 ………… 全国主要都市のもの 

道路地図 ……… 全国版 

住宅地図 ……… 酒田市及び庄内地区のもの  

地形図 ………… 国土地理院発行のもの 

(5) 法令集 

国の法律・規則などを網羅的に収録したもの 

(6) 官報 

全て 

(7) 新聞縮刷版  

庄内地区の図書館における収集状況を勘案したうえで、デジタル資料を含

めて収集する。 

 

［ 児童図書 ］ 

＜絵本＞ 

１ 子供の成長過程で初めての読書体験を提供するものとして、想像力を豊か

に養うものを中心に、幼児絵本・昔話・古典の再話・創作など幅広く選定す

る。 

２ 評価の定まった絵本作家の作品 

＜おはなし＞ 

１ 幼年童話 

文字を覚え、ひとり読みができるようになった子供に、読書の楽しさを伝え
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られるもの 

２ 児童文学 

豊かな想像力を養えるもの。子供の視野を広げて、より高度な読書を促すも

のを、古典から創作まで幅広く選定 

３ 評価の定まった作家の作品 

＜ちしきの本＞ 

１ 科学への興味を引き立てるもの 

２ 将来へ向けて、子供の視野を広げるもの 

３ 幼児から中学生まで、対象年齢に応じて理解できるように書かれているも 

の 

＜紙芝居＞ 

１ 教育的・道徳的なものにとらわれず、子供が楽しめるもの 

２ 絵と文の調和がとれているもの 

＜学習的漫画＞ 

１ 装丁がしっかりしていて、長期利用に耐え得るもの 

２ 一般的に児童にとって難解な内容が、漫画を媒体として比較的容易に理解    

されるもの（全編にわたって漫画であっても可） 

３ 古典や名作文学作品など。原典が活字で、理解させるために漫画を補助 

的なものとして使っているもの 

４ 内容が真実性に富み、学問上の真理や歴史上の事実が歪められておらず、 

健全で偏らないもの（表現手段としてフィクションを採用していても可） 

５ 絵の表現が健全なもの 

 

［ 視聴覚資料 ］ 

１ 各種映画賞の受賞作品など、文化的又は作品として優れていると評価の定

まっている資料 

２ 資料価値の高いもの 

３ あらゆる層のリクエストに応えられるよう次のジャンルのものを幅広く収

集する。 

(1) 映像資料 

・劇映画       ・アニメーション      ・スポーツ 

・音楽        ・教養（歴史、科学）    ・ドキュメンタリー 

・郷土関連 

(2) 録音資料 

・演芸（落語）       ・朗読（小説等） 
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［ 逐次刊行物 ］ 

＜新聞＞ 

主要な日刊紙を中心に各種 

＜雑誌＞ 

最新の情報を得る資料であるため、市民の暮らしや娯楽に役立つもの及び調査・

研究に役立つものを幅広く選定する。 

 

［ 官公庁出版物 ］ 

１ 中央官庁、山形県及び庄内地域で発行された出版物は、主要なものは収集

する。 

２ その他公的機関の出版物は、可能な範囲で収集する。 

 

［ 郷土資料 ］ 

１ 酒田市に関するもの 

２ 資料の一部に酒田の記述があるもの 

３ 庄内地区に関するもの 

４ 行政資料で、酒田市に関する記述があるもの 

５ 酒田出身又は酒田市在住の著者によるもの 

６ 出版地が酒田であるもの 
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【別紙３】 

酒田市立図書館マンガ資料に関する選定基準 

  

１ 趣旨 

この基準は、日本を代表する大衆文化の一つとして国内外ですでに広く認知されて

いるマンガに関し、酒田市立図書館における資料としての収集範囲及び選定、運用に

おける事項を定めるものとする。  

  

２ 収集対象 

(1) マンガ表現そのものを楽しむことを目的に制作されたストーリーマンガ（以下 

「コミック」という。）、風刺マンガなどで、ひとコマないし数コマで表現されて 

いるもの。 

(2) 主に大人を対象としてマンガという表現方法を用いている実用書、コミック、 

エッセイ等 

(3) マンガ及び漫画家に関する評論・研究書・伝記など。ただし、特定の作品のみ 

を扱った評論などは、原作を購入していない場合は原則として収集しない。 

(4) 次のものは収集対象から除外する。 

① 主に児童を対象とした学習マンガ（歴史マンガ、伝記マンガ等）・実用マンガ。

ただし、児童書として必要なものは、別紙２で定める「資料選定基準」に基づ

き選定し、収集する。 

② 原画集、イラスト集、ファンブック、原作のダイジェスト版 

③ 月刊・週刊などのマンガ雑誌 

④ 原作とは別に廉価版として刊行されたペーパーバックなど。 

(5) その他館長が必要と認めた場合は、収集の対象とすることができる。 

 

３ 選定の基準 

マンガは、出版形態が多様であること、視覚的効果の高いこと、幅広い年齢層が手

に取れる資料であることなどを考慮し、次に掲げる基準に照らして資料的価値を重視

した選定を行う。 

(1) 日本のマンガ史上重要な作品、資料的価値の高い作品、社会的評価を得ている

作品を中心に選定する。 

(2) 原則として刊行がすでに終了しているものを収集対象とする。ただし、刊行が

始まって概ね５年を経過し、すでに評定が定まっているものについては、刊行途

中でも収集対象とすることができる。 

(3) 各種漫画賞を受賞した作品は、選定にあたり考慮することとする。ただし、選

定の必須条件とはしない。  
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(4) 演劇など他の芸術領域に影響を及ぼしている作品は、選定にあたり考慮するこ

ととする。 

(5) マンガの視覚的な特性を考慮し、内容、表現、描写について、次の点に留意し

選定する。 

・過度の暴力的描写及び性的描写が露骨なもの 

・反社会的・非道徳的な事柄を扱っているもの 

・人間や生命の尊厳を脅かすもの、人権侵害・差別について配慮を欠くと認めら

れるもの  

   

４ 提供について 

コミックは、購入ルートが特殊であるうえ、品切れ・絶版・改版が多く、特に多巻

ものは全巻を入手することが困難な場合が多い上、他の公共図書館からの借受けも難

しいため、当館で未所蔵のコミックについてのリクエストは、受け付けないこととす

る。  

   

５ 保存・除籍について 

(1) マンガ資料は製本が堅牢でないものが多いうえ、利用が多く傷みやすいので、 

汚破損の激しい資料は除籍を行い、必要なものについては補充する。しかし、品

切れ・絶版が多く補充が困難な場合もあるため、除籍の際には留意する。  

(2) 資料的価値の高い作品で絶版になったもの、版型等を変えて出版される可能性

がないものについては、たとえ資料の状態が良好でなくとも、除籍せず保存する

ことも検討する。 
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【別紙４】 

酒田市立図書館除籍候補資料選定基準 

 

この基準は、酒田市立図書館資料の処分に関する要綱第２条第１号に該当する除籍

資料の候補を選定するものである。 

 

１ 一般基準 

(1) 破損等 

① 汚損・破損がはなはだしく、修理不能又は修理する価値がないと認められる 

もの 

② 書き込み、一部脱落、切り抜き、型紙等の欠落などの事由により利用に供せ

ないもの 

③ 修理・製本のために要する費用が、買い替える場合よりも高くつくもの 

(2) 不用 

① 基本図書などで、買い替えをしたため不用となったもの 

② 受入れから概ね２０年を経過し、記述内容が古く、資料的価値を失ったもの 

③ 利用が著しく低下し、新たな資料で代替できるもの 

④ 複本があり、利用が著しく低下したもの 

(3) 亡失 

① 火災などやむを得ない事情により利用者が紛失したもの 

② 蔵書点検で所在不明のまま３年を経過したもの 

③ 利用者が転居などの理由により回収不能のまま３年を経過したもの 

(4) 移管 

その保管を市内外の他の図書館に移すことが適当と認められたもの 

 

２ 個別基準 

  次に掲げるものは、原則として受入から指定された年数が経過したものとする。 

種  別 
指定 

年数 
摘         要 

辞典類 10年 
補遺が刊行されていないもの。ただし､旧版の広辞苑等、

他で得られない情報を含む資料は除く。 

白書類 ５年  

地図帳 ５年 記載地名等に変化が生じたもの 

環境関係 ５年 最近の研究成果が記載されていないもの 

地誌 ５年 現状にそぐわないもの 
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参考図書 ５年 現状にそぐわないもの 

スポーツ関係 ５年 
新しい種目､ルールの改正等が取り入れられていないも

の 

ガイドブック ３年 現状にそぐわないもの 

法律書 ３年 主要法律に改正等のあるもの 

政党関係 ３年 現状にそぐわないもの 

時事関係 ３年 現状にそぐわないもの 

学習図書 ３年 学習の現状にそぐわないもの 

技術関係 ３年 技術、実験の説明が古いもの 

生活関係 ３年 素材、技術、デザイン、流行の古いもの 

案内書 ３年 就職、受験案内等、現状にそぐわないもの 

人権関係 ― 人権保護上、問題のあることが裁判等で確定したもの 

 

(1) 新聞 

① 別に定める保存年限の切れたもの 

② ①のうち朝日新聞・読売新聞・毎日新聞については、地域面を切り取ったも 

 の 

(2) 参考（レファレンス）資料 

① 汚・破損がひどく、利用に耐えない場合 

② 複本がある場合 

③ 類書が多数ある場合  

(3) 視聴覚資料 

① 画像の乱れ、音とび等がはなはだしく、修理不能又は修理する価値がないと

認められるもの 

(4) 電子資料等 

① 修理不能又は修理する価値がないと認められるもの 
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【別紙５】 

酒田市立図書館図書等の寄贈に関する取扱基準 

 

１ 趣旨 

この基準は、酒田市立図書館における図書等の寄贈の受入れについて必要な事項

を定めるものとする。  

  

２ 対象 

この基準における寄贈の対象となる図書等とは、個人又は法人が収集した図書等

のうち、原則として次のいずれかに該当するものをいう。 

  ① 郷土関係資料（庄内地方に関するもの） 

  ② 稀覯（きこう）本 

  ③ その他図書館長が必要と認めるもの 

 

３ 事務手続等 

(1) 事前審査 

図書等の寄贈申出があるとき、図書館は、受入に際しての条件（一部受入、所

有権、処分）を申出者に対して十分説明し、了解を得たうえで、寄贈図書目録等

を参考にして、受入の可否について事前審査を行うものとする。 

(2) 決定 

前項の事前審査に合格した寄贈図書等は、図書館協議会の了承を得て受入の可

否を決定する。 

(3) 維持管理 

図書館は、寄贈された図書等を利用者に提供できる適切な状態で維持管理する

ものとする。 

(4) 所有権 

寄贈図書等の所有権は、酒田市に帰属するものとし、寄贈者は寄贈した図書等

について返還要求をすることができないものとする。 

(5) 資料等の処分 

図書館側の事情による寄贈図書等の処分（廃棄）について、寄贈者はこのこと 

について異議の申立て及び寄贈図書等に関する照会はできないものとする。 



【別紙６】

■一般図書等（新聞を除く） （単位：冊数）

区分 開架 閉架 計① 構成比 開架 閉架 開館時計② 構成比 開架構成比 増減②－① 増減率 開架最終目標

0門 2,136 7,125 9,261 5.3% 5,300 5,300 10,600 5.0% 5.2% 1,339 14.5% 6,000

1門 2,285 3,437 5,722 3.3% 3,300 3,300 6,600 3.1% 3.2% 878 15.3% 3,700

2門 5,385 6,227 11,612 6.6% 6,600 6,600 13,200 6.3% 6.5% 1,588 13.7% 7,500

3門 6,251 13,179 19,430 11.1% 11,000 11,000 22,000 10.4% 10.8% 2,570 13.2% 12,400

4門 4,287 5,389 9,676 5.5% 5,500 5,500 11,000 5.2% 5.4% 1,324 13.7% 6,200

5門(59以外) 1,766 3,660 5,426 3.1% 3,100 3,100 6,200 2.9% 3.1% 774 14.3% 3,500

59(家事) 4,307 2,780 7,087 4.0% 7,000 2,000 9,000 4.3% 6.9% 1,913 27.0% 7,900

6門 2,063 3,210 5,273 3.0% 3,000 3,000 6,000 2.8% 3.0% 727 13.8% 3,400

7門 6,802 8,599 15,401 8.8% 8,800 8,800 17,600 8.4% 8.7% 2,199 14.3% 10,000

8門 919 78 997 0.6% 1,500 1,500 3,000 1.4% 1.5% 2,003 200.9% 1,700 ○

910～912 2,628 5,627 8,255 4.7% 4,700 4,700 9,400 4.5% 4.6% 1,145 13.9% 5,300

913(小説) 8,501 11,529 20,030 11.4% 14,000 14,000 28,000 13.3% 13.8% 7,970 39.8% 15,800 ○

914～ 7,982 10,474 18,456 10.5% 10,500 10,500 21,000 10.0% 10.3% 2,544 13.8% 11,900

大活字 863 646 1,509 0.9% 1,260 800 2,060 1.0% 1.2% 551 36.5% 1,400

まんが 446 239 685 0.4% 1,260 0 1,260 0.6% 1.2% 575 83.9% 1,400 ○

郷土 1,420 18,763 20,183 11.5% 2,800 17,500 20,300 9.6% 2.8% 117 0.6% 3,200

ＹＡ 959 1,275 2,234 1.3% 5,000 2,000 7,000 3.3% 4.9% 4,766 213.3% 5,700 ○

ビジネス 584 0 584 0.3% 1,500 0 1,500 0.7% 1.5% 916 156.8% 1,700 ○

参考図書 2,166 1,365 3,531 2.0% 2,200 1,360 3,560 1.7% 2.2% 29 0.8% 2,500

AV 1,195 2,780 3,975 2.3% 2,000 1,000 3,000 1.4% 2.0% -975 -24.5% 2,300

雑誌 449 5,798 6,247 3.6% 1,300 7,000 8,300 3.9% 1.3% 2,053 32.9% 1,500 ○

計 63,394 112,180 175,574 100.0% 101,620 108,960 210,580 100.0% 100.0% 35,006 19.9% 115,000

比率 36.1% 63.9% 48.3% 51.7%

■児童図書

区分 開架 閉架 計 構成比 開架 閉架 計 構成比 開架構成比 増減 増減率 開架最終目標

0門 180 168 348 0.8% 300 300 600 1.0% 1.0% 252 72.4% 300 ○

1門 297 163 460 1.0% 400 400 800 1.3% 1.3% 340 73.9% 500 ○

2門 579 825 1,404 3.2% 1,000 1,000 2,000 3.2% 3.2% 596 42.5% 1,100

3門 994 761 1,755 4.0% 1,300 1,300 2,600 4.2% 4.2% 845 48.1% 1,500

4門 1,755 1,922 3,677 8.4% 2,600 2,600 5,200 8.4% 8.4% 1,523 41.4% 3,000

5門 748 670 1,418 3.2% 1,000 1,000 2,000 3.2% 3.2% 582 41.0% 1,100

6門 427 367 794 1.8% 600 600 1,200 1.9% 1.9% 406 51.1% 700

7門 1,009 892 1,901 4.3% 1,400 1,400 2,800 4.5% 4.5% 899 47.3% 1,600

8門 279 290 569 1.3% 400 400 800 1.3% 1.3% 231 40.6% 500

9門 5,518 8,307 13,825 31.5% 9,500 9,500 19,000 30.8% 30.8% 5,175 37.4% 10,800 ○

絵本 9,545 6,503 16,048 36.6% 11,000 11,000 22,000 35.7% 35.7% 5,952 37.1% 12,500 ○

大型絵本 148 34 182 0.4% 200 200 400 0.6% 0.6% 218 119.8% 200 ○

紙芝居 662 499 1,161 2.6% 800 800 1,600 2.6% 2.6% 439 37.8% 900

ＡＶ 256 48 304 0.7% 300 300 600 1.0% 1.0% 296 97.4% 300 ○

計 22,397 21,449 43,846 100.0% 30,800 30,800 61,600 100.0% 100.0% 17,754 40.5% 35,000

比率 51.1% 48.9% 50.0% 50.0%

合計 85,791 133,629 219,420 132,420 139,760 272,180 52,760 150,000

現　　在（平成29年6月現在） 新　　館

ライブラリーセンターの蔵書構成（目標）

（※）　0門（総記）　1門（哲学）　２門（歴史）　３門（社会科学）　４門（自然科学）　５問（技術・工学）　６門（産業）
　　　　７門（芸術・スポーツ）　８門（言語）　９門（文学）

強化
分野

現　　在（平成29年6月現在） 新　　館
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酒田市シンポジウム（2017.12.10）

酒田駅前まちづくりシンポジウム

パネルディスカッション会場参加者意見
※ パネルディスカッション中に、来場者の方からイマキクというシステムを

使って、スマートフォンから意見や質問を出していただきました。

酒田市内 酒田市外

（人）

（人）

10代 20代 30代 40代 50代 60代以降
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H29.12.10酒田駅前まちづくりシンポジウム　アンケート結果

①男

64%

②女

36%

問１性別

①非常によかった

35%

②よかった

56%

③どちらでもない

4%

④あまりよくない

3%

⑤よくなかった

0% 回答なし

2%

問２今回のシンポジウムはどう思いましたか？

78

35

12

18

5

14

9

①基調講演の事例選定

②コーディネーター・パネリスト…

③時間配分設定

④パネルディスカッションの題材

⑤シンポジウムの日時

⑥会場設定

回答なし

問３問２の理由として当てはまるもの

はどれですか？（複数回答可）

①ある

79%

②ない

3%

③わからない

6%

回答なし

12%

問４シンポジウム内で取上げられた取組みの中

で興味を持ったものがありましたか？

①深まった

46%

②少し深まった

37%

③変わらない

10%

④あまり理解出

来ない

4%

⑤まったく理解出来ない

0%
回答なし

3%

問５今回のシンポジウムをきっかけに、駅前

開発への理解は深まりましたか？

①高まった

38%

②少し高まった

47%

③変わらない

9%

④少し下がった

0%

⑤下がった

1%
回答なし

5%

問６今回のシンポジウムをきっかけに、公共施

設に対する期待感はどう変わりましたか？

①長かった

4%

②少し長かった

37%

③ちょうど良かった

49%

④少し短かった

5%

⑤短かった

0%

回答なし

5%

問７シンポジウムの時間はどうでしたか？

①是非関わりたい

11%

②関わりたい

41%

③どちらでもない

37%

④あまり関わり

たくない

2%

⑤関わりたくない

3%

回答なし

6%

問８今後、公共施設の運営等へボランティアで

参画することについてどう思いますか？

○ アンケート総数 112名（シンポジウム参加者数200名）

※来場者の皆さんにアンケート用紙を配布し、シンポジ

ウム終了後に回収したものです。
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４ 関係機関・団体等との意見交換 

 

 

団体名 開催年月日 主に出された意見項目 

平成 29年度第 1回 

図書館協議会 

平成 29年 

8月 30日 

・施設のオープン時期について 

・観光情報センターの機能や活用方法について 

・企画展示について 

・児童図書コーナーや読み聞かせコーナーについて 

・施設内でのアルコールの提供について   

市民説明会（基本

設計等について） 

平成 29年 

9月 7日 

・各機能（レファレンスや雑誌コーナー、読み聞かせコ

ーナー、カフェ、フリースペース等）の設置場所や使

い方について 

・駐車場の台数について 

・災害時等の受け入れや防災について 

・周辺地域との調整や将来の展望について 

・バスベイについて 

・管理運営方法について  

・障がい者用トイレの設置について  

平成 29年度第 2回 

図書館協議会 

平成 29年

12月 4日 

・郷土資料の収集方法や PR方法、デジタル化について 

・マンガの選書基準について 

・民間や学校や個人参加の市民ボランティアとの連携に

ついて 

・ライブラリーセンターの休館日や休館時の対応につい 

 て 

・指定管理者制度を導入した際のレファレンス機能や司 

書の育成方法について 

・配置計画について（入口付近の書棚や観光情報センタ

ー内等） 

・駐車場からライブラリーセンターまでの動線について    

庄内聾唖老荘部 
平成 29年

12月 18日 

・手話通訳ができる受付職員の配置について 

・バス停内の時刻表の表示について 

・案内表示や内装の色使いについて 

・災害時の対策について      
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図書館を考える会 
平成 29年

12月 22日 

・酒田駅前まちづくりシンポジウム（12/10開催）につ 

 いて 

・管理運営方法（指定管理者等）について 

・学校連携について 

・市民参画に関するボランティアの募集方法や運営手法

について    

・レファレンス機能について 

・カフェでのアルコール提供や館内での飲食について  

平成 29年度第 3回 

図書館協議会 

平成 30年 

2月 20日 

・施設のロゴや愛称の決め方や募集方法について 

・観光情報センターでの郷土本の販売について 

・指定管理者になった場合の人件費試算について 

・東北公益文科大学との連携について  

・指定管理者のメリットについて           

平成 29年度第 2回

社会教育委員の会

議 

平成 30年 

2月 28日 

・東北公益文科大学のデジタルアーカイブスとの連携に 

ついて 

・観光情報センターでの情報発信について 

・子ども、高齢者が学べ、交流できる施設づくりについ 

 て 

・市民参画の推進のための教育行政のあり方について 
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0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

年少人口 生産年齢人口 老年人口

年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

120.2 120.6

125.6
123.8 122.9 122.5 121.6

117.6

111.2

106.2

97.8

91.0

84.3

77.7

71.2

推 計 値

出典：S45～H27年は国勢調査。H32年以降は「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）」（国立社会保障・人口

問題研究所）

（単位：千人）

●少子高齢化の加速

・Ｈ52の老年人口割合42.5％、生産年齢人口48.1％、年少人口9.4％

・高齢者1人を支える生産年齢人口 平成22年：2.1人 → 平成52年：1.1人

※本市では、各種施策の効果により、2040年(平成52年)に8万6千人程度、 2060年(平成72年)に7万5千人程度の人口が確保される

こととしております。（平成27年策定人口ビジョン）

人口 推移 及び 将来推 計 1

中 期 財 政 計 画

●合併特例期間の終了に伴い縮小していく財政規模

・公債費は、投資事業の償還により高水準で推移

・扶助費は、人口減少が進むものの高水準で推移

6,786 8,072 8,037 7,478 7,195 7,100 

4,969 
4,829 5,795 

3,972 
1,839 1,783 

24,117 22,819 
23,536 

22,761 

22,880 22,298 

7,625 7,747 
7,520 

7,693 

7,989 
7,988 

8,983 8,785 
8,700 

8,611 

8,509 
8,410 

▲ 899 ▲ 1,154 ▲ 1,583 ▲ 1,854 ▲ 1,622

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H29 H30 H31 H32 H33 H34

人件費 投資的経費 その他の経費 扶助費 公債費 市税 地方交付税 収支不足額

52,480 52,252
53,588

50,515

48,412 47,579

H18～ 合併特例期間

出典：H29.8.23 市中期財政計画（一般会計）

（単位：百万円）

収支不足額は、H29予算算定ベースで試算した場合に生じる額。この不足額に対応するため、

H30～34において、歳入の対応策で2,816百万円、歳出の対応策で▲4,296百万円と、それぞれ

の対策を講じた前提により、各年度の計画額を算定している。

２
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11081
タイプライタ

11081
タイプライタ
５　管理運営手法検討関係資料

11081
タイプライタ
※平成29年度第2回整備検討委員会提出資料から



●定員管理の着実な推進

・Ｈ18策定 定員適正化計画での削減職員数目標▲200人は、計画どおりに達成。

・引き続き、行財政改革推進計画（H28策定）に基づき、定員管理の着実な推進を実施中。

社会情勢の変化に対応し、市政や市民サービスの低下を招かないように、再任用職員、任期付職員、非常勤職員

などの多様な任用形態の活用も含めて、効率的な人員配置を行う。

※ 再任用は定年退職者などを1年ごとの任期を区切り再び採用するもの

※ 任期付は一定の期間内に終了することが見込まれる業務などに従事す

るもの

1,081 
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1,019 
988 

942 928 921 906 909 891 
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H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

常勤職員 任期付 再任用 常勤職員指標（H20＝100）

940943927934928943

990
1,021

1,049
1,082

出典：地方公務員定員管理調査（総務省）に基づくもので各年度の4月1日現在の人数。

（単位：人） （単位：％）

H18策定 定員適正化計画期間（H17～26） 定員管理の着実な推進

（H28策定 行財政改革推進計画）

・地区公民館の

コミセン化

・養護老人ホーム

の民間移管

・浄水施設の委託

・高校統合

・保育園の民間

移管

・水道事務一部

の委託

・全国豊かな海

づくり大会

職 員 数 推 移 ３

行財政改革推進計画 【基本計画（大綱）】（平成28年3月策定）

■基本計画（大綱） ３つの改革目標

【改革目標１】 効率的な行財政運営による市民サービスの維持・向上

＜改革項目＞ １ 人口減少社会に対応した行政運営

２ 効率的な行政運営

３ 職員の意識改革と人材育成

【改革目標２】 市民の参画と協働によるまちづくり

＜改革項目＞ １ 市民協働の推進

２ 民間活力等の効果的な活用

【改革目標３】 持続可能な財政基盤の確立

＜改革項目＞ １ 健全な財政運営の推進

２ 歳入確保と歳出削減

３ 保有資産の適正管理と有効活用

■改革の期間 平成28年度から平成32年度まで

４
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行財政改革推進計画 【実施計画（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）】（平成28年3月策定）

改革項目１ 人口減少社会に対応した行政運営

①効率的・効果的な組織・機構・人員の見直し

②選択と集中による事業の見直し

③広域・地域間連携の推進

■【改革目標１】 効率的な行財政運営による市民サービスの維持・向上

■【改革目標２】 市民の参画と協働によるまちづくり

■【改革目標３】 持続可能な財政基盤の確立

改革項目２ 効率的な行政運営

①事務の効率化の推進

②新たな制度等への対応

③情報通信技術（ＩＣＴ）利活用の推進

改革項目３ 職員の意識改革と人材育成

①職員の意識改革と資質の向上

②行政課題に的確に対応できる人材の育成

改革項目１ 市民協働の推進

①主体的な市民活動との協働・連携の強化

②住民主導のまちづくり活動の推進

③わかりやすい情報の提供と透明性の向上

④広聴活動の推進

改革項目２ 民間活力等の効果的な活用

①民間活力等によるサービスの向上・効率化

②民間活力等による公共施設の効率的な管理

③東北公益文科大学等と連携したまちづくりの

推進

改革項目２ 歳入確保と歳出削減

①市税等収納率の向上と収入未済額の圧縮

②新たな自主財源確保策の検討

③経済的な波及効果を意識した事業手法の選択

④事務事業等の継続的な見直しによる経費の抑制

⑤国・県等財源の積極的な活用

改革項目１ 健全な財政運営の推進

①公債費と市債残高の適切な管理

②受益者負担のあり方の見直し

改革項目３ 保有資産の適正管理と有効活用

①未利用資産の適正化

②アセットマネジメントによる適切な施設管理

５

直 営 指定管理者

・市が、直接職員の採用を行い運営するも
の。

・主な任用形態としては、法に基づき、常
勤職員、任期付職員（一定期間内に終了するこ

とが見込まれる業務や業務量の増加が見込まれる業務に

従事するため採用される職員）、再任用職員（定年

退職等により一旦退職 した者を一会計年度を任期とし

て採用される職員）、再任用短時間職員（再任用

職員の短時間勤務）、非常勤職員（一会計年度を

任期の上限として採用される職員）などがある。
・一部の業務は、私法上の契約関係による
個別の事務又は業務の委託を取り入れる
のが一般的である。

・平成15年度に法制度化
・公の施設の設置目的を効果的に達成し、
多様化する住⺠ニーズにより効果的、効
率的に対応するため、施設の管理に⺠間
の能力を活用しつつ、 住⺠サービスの向
上を図るとともに、経費の節減等を図る
ことを目的とするもの。

・法に基づく管理権限の委任の方式であり、
使用許可等の行政処分も含めて管理を行
わせる制度である。

運営手法の比較【管理運営主体】 ６
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＜メリット＞
・常勤職員での採用となれば、安定的な
雇用条件が確保される。

・常勤職員での採用となれば、⻑期的な
視点での人材育成を行うことができる。

＜デメリット＞
・固定化された職員による組織のマンネ
リ化（人事の硬直化）

・職員採用にあたっては、定員管理上の
調整が必要となる。

・会計が単年度予算主義のため、企画事
業等の柔軟性が⺠間と⽐べて低い。

直 営

運営手法【管理運営主体】のメリット、デメリット〔一般論〕 ７

指 定 管 理

＜メリット＞
・施設の管理に、⺠間事業者等の創意⼯夫や自主的経
営を活用することで、利用者に対するサービスの向
上が期待できる。

・指定管理者に対し業務要求水準書により目指す施設
像を明確に示すことにより、市は客観的かつ厳格に
評価・指導することが可能になる。

・効率的な経営能力と専門性のある人材を確保し、配
置することができる。

・指定管理者の選定手続きを公募とすることで、競争
原理による管理コストの軽減を図ることができ、行
政経費の削減が期待できる。

＜デメリット＞
・短期間で指定管理者が交代した場合、ノウハウの蓄
積を妨げるおそれがある。

・人件費の抑制などコスト削減の面のみが着目され、
施設の運営経費が十分確保されていない場合は、利
用者に対するサービスの低下や地域の雇用に影響を
与えることも懸念される。

●図書館 平成29年度現在 ８市町/県内３５市町村

米沢市 新庄市 長井市 天童市 東根市

河北町 川西町 遊佐町

※県立図書館への聞取り

県内の指定管理者導入状況

●観光案内所 平成29年度現在 ７市１事務組合/県内13市

山形市 米沢市 長井市 村山市 天童市

東根市 南陽市 最上広域市町村圏事務組合

※事務局独自13市調査

●駐車場 平成29年度現在 ５市１事務組合/県内13市

山形市 米沢市 鶴岡市 寒河江市

天童市 最上広域市町村圏事務組合

※事務局独自13市調査

8

105



● ４９施設で指定管理者制度を導入

・学童保育所 １５施設 ・スポーツ施設 １０施設
・観光関連施設 ５施設 ・温浴・宿泊施設 ６施設
・社会教育・文化施設 ６施設 ・農林水産関連施設 ４施設
・身体障がい者関連施設 １施設 ・地域振興施設 １施設
・勤労者福祉施設 １施設

本市の指定管理者制度の導入状況（平成29年4月現在） ９

全国の指定管理者制度の導入状況 （図書館）

項 目 図書館数 導入館数 導入率

日本図書館協会調査2015 3,241 430 13.2％

文部科学省調査2011 3,249 347 10.7％

総務省調査2015 3,304 501 15.2％

項 目 都道府県立
図書館数 導入館数 導入率 市区町村立

図書館数 導入館数 導入率

日本図書館協会
調査2015

59 4 6.8％ 3,182 426 13.4％

文部科学省調査
2011

61 1 1.6％ 3,188 346 10.9％

総務省調査2015 63 6 9.5％ 3,241 495 15.2％

（都道府県立、市区町村立別の内訳）

出典：（公）日本図書館協会 公立図書館の指定管理者制度について-2016

10

（※）その他報告速報等

・文部科学省調査（平成27年10月1日現在） 導入 516館（全自治体）

・日本図書館協会調査2017 2016年度まで導入 536館（全自治体）
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新施設での必要人員 仮試算

■現 行

平成２９年度 中央図書館職員体制

・正職員 ７名

・臨時職員 １３名（巡回業務を含む）

・合計 ２０名体制

■現 行

駅前観光案内所（駅舎内）

・運営は酒田ガイド協会へ委託

・窓口は1名体制で、シフト制により交替

で対応

■新施設での仮試算

・ライブラリーセンターと観光情報センターで、３０名程度の

人員が必要

（試算条件）

・開館時間 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ 9：00～21：00

観光ｾﾝﾀｰ 9:00～19：00

・ライブラリーセンターカウンター箇所 ３箇所

・観光情報センターカウンター箇所 １箇所

・業務範囲は現行をベース

11
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酒田コミュニケーションポート（仮称）整備実施計画 
 

○発 行  山形県酒田市 

〒998-8540 山形県酒田市本町二丁目２番 45号 

電話 0234(22)5111（代表） 

 

○編 集  酒田市企画部都市デザイン課 
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○策 定  平成 30年４月 

 

酒田駅周辺整備事業に関する情報は市ＨＰよりご覧ください。
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